２０２６年度　統括事業所さの　事業計画書

【事業所名】足立区地域包括支援センターさの

Ⅰ　事業運営の基本方針
	（１）足立区の介護・福祉行政の一翼を担う「公益的な機関」として、公正で中立性の高い事業運営を行う。介護予防支援業務を行う場合及び当該業務を委託する場合、並びに要介護者に対し居宅介護支援事業所を紹介する場合には、不当に特定の事業所に偏ることのないよう中立性の確保に努める。その際、利用者の利益を尊重し、適切なサービスの提供が受けられるようにする。
（２）地域の介護・福祉サービスの提供を支える中核的な機関であり、圏域内の地域特性や実情を踏まえた適切かつ柔軟な事業運営を行う。
　地域包括支援センター運営協議会や地域ケア会議、その他地域で行われている活動等を通じて、地域住民や関係機関、サービス利用者の意見を幅広く汲み上げ、日々の活動に反映させるとともに、地域が抱える課題を把握し、解決に向けて積極的に取り組む。
（３）社会福祉士、保健師、主任介護支援専門員等を配置し、それぞれの専門性を活用しながら相互に情報共有、連携、協働する「チームアプローチ」を実践し、多面的な視点で相談支援や地域課題に対応する。　さらに、地域の保健・福祉・医療の専門職や民生委員等の関係者、基幹地域包括支援センター等の関係機関と連携を図りながら業務を推進する。



Ⅱ　中期的目標
	項目
	内容

	地域から信頼されるホウカツとして
	地域課題の把握とソーシャルワークの実施、相談業務や他機関との連携やネットワークづくりのスキルアップを目指す

	人材育成システムの構築
	業務の平準化、ホウカツ職員の経験年数ごとに求められるスキルや職員像の明確化

	ホウカツ圏域変更（令和１０年度以降）に向けた人材確保・採用の継続
	圏域変更を見据えた人材確保、職員配置、採用活動（プロジェクトチームによる検討）



Ⅲ　年間計画（進行管理表）　
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	年間計画
	           　   　            　            　　　　　　　 〇足立区中間検査
〇足立区事業評価結果
〇足立区事業評価受審




· 利用者サービスへの取組　(地域ケア会議 、はじめてのフレイル予防教室 、家族介護者教室 、みんなで元気アップ教室・あだち人生いきいき会議 、物忘れ相談、認知症カフェ(月１回以上)、サポーター養成講座　、認知症声
　　　掛け訓練　、認知症検診　(健診御支援)、　認知症初期集中支援　(随時)

・家族会(こえだ活動支援) (４月) はじめてのフレイル教室 (５月・１０月)　家族介護者教室 (5月) みんなで元気アップ教室　(７月・１１月) 介護予防教室　(６月他　５回)

· 職員への取組　(　スキルアップ研修 )

・虐待防止・ハラスメント研修　(５月) 　多職種連携研修 (８月)　スキルアップ研修　(９月・２月) 　医療介護連携ネットワーク　(８月)　集いの場リスト掲載グループ活動実態把握 (１２月)

· 地域社会への取組　( 孤立ゼロプロジェクト　(随時)、家族会こえだ活動支援、わがまちの孤立ゼロプロジェクト　(随時) )

  　・ 地域ケアネットワーク　(５月)　　 わが町の孤立ゼロプロジェクト (５月) 絆のあんしんネットワーク　　(６月) 　 

· その他　(　医療機関主催研修会　(月 1回以上)、地域ケアネットワーク )

・あだち人生いきいき会議



　
Ⅳ　事業の計画
	事業の課題
	取り組む内容

	１　利用者サービスへの取組

	（１）人権尊重の徹底
法人の理念に則り、権利擁護業務を担うホウカツとして積極的な支援を行う。
	①高齢者虐待予防への取組。定期的な訪問(実態把握)を行うことにより虐待の通報件数の減少を目指す。
②虐待防止研修年１回、権利擁護業務のスキルアップ研修の取組。

	（２）苦情解決・相談体制の整備
苦情等にすぐ対応できる体制の確保、組織的な対応の強化。
	①　足立区の苦情対応における取扱いを周知徹底
②　事業所内における相談体系の強化

	（３）事故防止対策
足立区３０分ルールの徹底を周知する。
	1 事故・ヒヤリハットの振り返りと対応継続の確認

	（４）サービスの質の確保
職員のスキルアップを目指す。
	・OJTの実施と研修受講の機会を確保しスキルアップを目指す。


	２　職員への取組

	（１）人材の確保・育成・定着
ホウカツ職員の経験年数ごとに求められるスキルや職員像の明確化を職員に示す
(２) 人材の活用　
	①　専門性を活かしたスキルアップのための研修・専門職員間での勉強会を行う。
②　職種の専門性を活かしたスキルアップのための研修・勉強会を受講する。
③　指導職に向けての育成

	３　地域社会への取組
	

	（１）地域貢献
地域貢献活動（フードパントリー）への参加
(２) 災害対策
　　地域の災害対策活動に参加
	1 地域貢献活動の参加から更なるネットワークを形成する。
②　地域の事務局としてフードドライブを定着させる。
③　地域の防災訓練等へ参加し、想定外の状況時における対策などを立案する。

	４　経営基盤強化への取組
	

	（１）収入増への取組
三職種加算（３人目）を目指す
	・人材確保の継続、加算に必要な職種の確保（社会福祉士）することにより委託料の加算を１００万円ほど増やす。

	（２）コスト削減への取り組み
超過勤務減少を目指す
	・業務の平準化により超過勤務が多い職員の業務量を１０％削減する。

	（３）組織・システム
センター長、役職者が業務を管理できる体制づくり
	・センター長がスーパーバイズ、役職者が助言をできる体制への見直し

	（４）危機管理
・足立区３０分ルールの徹底、管理者がすぐ対応できる体制の確保、足立区や法人に相談する組織的対応
・足立区との契約約款に基づいた管理に取り組む
	・緊急突発的な事態となった時の対応策マニュアルを立案
・研修を通して、情報セキュリティの重要性の認識を維持する。

	５　持続可能な社会の実現に向けての取組
	

	(１) SDGｓ５・３　ジェンダー平等を実現しよう・すべの人に健康と福祉を
地域共生社会の理解を深める
	・高齢者分野だけに留まらない分野（LGBT、外国人問題などの多様性等）を学ぶため、重層的支援体制整備事業に関する研修への参加
・MCS　患者グループ(医師・看護師・薬剤師・ケアマネ・ヘルパー・利用者家族とリアルタイムに情報共有できるためのツール)への参加
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